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新型コロナウイルス感染症の５類移行に向けた説明会（高齢者・障害者施設編）



救急要請（119番通報）する場合のお願い

○受入れ病院を決めてから救急要請してください。
※そのため、日中できるだけ早い時間に医師と相談
しておく必要があります。

○受入れ病院が決まっていない限り、救急要請した場
合には、高次医療の適応がない患者さんであっても、
高率に高次救命センターに搬送されてしまいます！

救急医療のひっ迫を防ぐことが、多くの命を救うこ
とにつながりますので、ご協力をお願いいたします。


